
:　　　　　　

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービス
センター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防
止協会宮城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木
材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

㈱ネクスコ・メンテナンス東北　仙台事業所

宣言日

事業場名

SafeworK 向上宣言
リスク低減を図り、安全意識の向上を行いゼロ災害を目指す！

令和4年6月1日

【実施事項】
１.安全衛生計画をもとに、計画的な安全衛生活動の実施。

２.安全衛生責任者または安全当番者が１日１回現場巡視

を行い 状況を確認する。

3.毎月１回の安全衛生推進委員会を確実に行い、改善す

べき内容等の意見を確認し対応する。また、共有すべき

事項を周知し、風通しの良い職場環境を整備する。


